
学校関係者のみなさま、佐賀労働局では学生を対象
とする労働法の出前講義を行っています（無料）

職場での様々なトラブル（長時間労働、パワーハラスメントなど）が原因で、労働者が退職を
余儀なくされるケースが後を絶ちません。
これから社会へ出ていく学生などの若者が、職場でのトラブルに対処できるよう労働法の基礎

知識を身に付けていただくことは非常に重要です。
そこで佐賀労働局では、若者を対象とした労働法の基礎的な知識の普及に取り組んでいます。
労働法の基礎的な知識を身に付けていただくことで、トラブルを回避したり、トラブルの解決

が可能となります。
是非、佐賀労働局が行う労働法の出前講義をご利用ください。

ポイント①
知識と経験が豊富な佐賀労働局の職員を講師として派遣します。

ポイント②
労働基準監督署などへの相談状況を踏まえ、トラブルになりやすい事項につい

て、解説します。
（講義の内容）
労働契約時の注意点、最低賃金、労働時間、年次有給休暇、懲戒処分、パワーハ
ラスメント、解雇など

申込方法 電話連絡の上、裏面の申込書をメール又は郵送にてお送りください。

【お問合せ・お申込み先】
厚生労働省
佐賀労働局 雇用環境・均等室
TEL：0952-32-7218
Mail：41kokin@mhlw.go.jp

働くときのルールを知っ
て、安心して働こう！

労働条件の明示・確認の実施促進用広報キャラクター
（愛称「たしかめたん」）申込時の留意事項

・人数は概ね10人以上、時間は45分から90分程度でお願いします。
・説明の際にパソコン、プロジェクターを使用しますので、機器の準備をお願いする場合があ
ります。

・講義で使用する資料は事前にデータで提供いたしますので、必要部数の印刷をお願いします。



【申込方法】
お申込みの際は、まず下記申込先までお電話にてご連絡いただき、日程調整後、
本申込書に必要事項をご記入の上、メール又は郵送にてお送りください。

令和 年 月 日

「労働法出前講義」申込書
佐賀労働局 雇用環境・均等室長 あて

学 校 名

〒

電 話 番 号

ご 担 当 者 の 職 名 ・ 氏 名

メ ー ル ア ド レ ス

令和  年  月  日（  曜日）
      時  分～      時  分

講義時間     分

講 義 名 称

（希望がなければ「 労働 法講 義」 とし ます 。）

講 義 会 場

参 加 予 定 者 数                        名

参 加 対 象 者
対象学部・学科名（                                                                 ）

４年生・３年生・２年生・１年生・全学年（対象を〇で囲んでください。）

講義内 容に 関 す る要 望等

所 在 地

希 望 日 時

【お申込み先】
佐賀労働局 雇用環境・均等室
TEL：0952-32-7218
Mail：41kokin@mhlw.go.jp

（裏面）


